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経過措置により、要支援2が要介護1へ、要介護3・．4が4・5へシフト  

要介護度別認定率の推移平成20年4月～21年8月  
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平成18年4月の要介護度再編成により、軽度認定が中度認定へ移行  

第1号被保険者の認定率推移 全国  
一■－要介護2～3  ー要支援～要介護1   ー■－要巨介言董4～5  ⊂＝】総言忍定率  

象圭・中・王座‡忍定率  

平成t4和月誰埴射撃見直  平成18卯月要介護度再編成  平成封年4月認定基準見直し   
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出所＝厚生労働省「介護保険状況報告」各年度版・各月専任より試乱   
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軽度要介護者は2割強が重度化しているが、重度でも1割前後が軽度化  

年間継続受給者における要介護（要支援）状況の変化割合  

平成20年4月一→平成21年3月  

圃軽度化口維持田重度化   

要支援1  
∩＝2545千人  

要支援2  
∩＝2328．4千人  

経過的要介護  
∩＝0．7千人  

要介護1  
n＝2477．7千人  

要介護2  
∩＝546、4千人  

要介護3  

∩＝485．9千人  

要介護4  

∩ニ3791．1千人  

要介護5  

∩＝2728千人  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％  100％  

資料出所：厚生労働省「平成20年度介護給付費実態調査報告」n＝Z，745．5千人   



平成18年4月の介護報酬改定以降、受給者の介護度が重度化  

年間継続受給者における要介護度重度化割合の推移  

0．0％  

平成15年3月  平成16年3月  平成17年3月  平成18年3月  平成19年3月  平成20年3月  平成21年3月  
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要支援1～．要介護1は3割近くがサービス未利用重度は入院による未利用が大半  

要支援一要介護認定者のサービス利用状況平成21年4月サービス分  

［：：コサービス未利用者数－◆一認定者総数  ス  受給者数⊂コ地域密着型サービ  ⊂：コ居宅サービス  

1，000．000  

17％   
19％  
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未利用の理由は、軽度は本人・家族で対応、重度は病院入院によるものが多い  

要介護別に見たサービス未利用の理由（複数回答）  

一●・・・－受けたいサービスがない－－●－その他・不詳  ＿●一利用者負担が払えない   一トー要介護者本人で何とかやっていける  ◆家族介護で何とかやっていける  

4．4％  

0．0％   

要介護2  
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認定率の地域格差は大きい軽度は利用意向、重度は高齢者元気度の指標か  
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〝愛知県13．8％  
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埼玉県 12．7％  

静岡県 14．0％  

滋賀県15．3％  

福井県15．6％  

山梨県1ヰ．5％  

茨城県 132％  

7   

「1  



加齢に伴い要支援・要介護認定率は上昇一後期高齢者は前期高齢者の6倍  

年齢階層別要介護認定者数・認定率 平成19年10月  

＿●ト・・総書忍定率・－ト要介言窒3～5認定率  2 ⊂：：コ要介護3■■肝要介護4｝■■要介吾隻5  ⊂：：：：コ要介言隻  ■経過的要介≡漫⊂：コ要介詫1  ⊂＝コ自立騨要支援1匠辺要支援2  人口  
単位   
9000000  

罰   03％   049i   00％   05％   
＿．L＿   

支援1  要支援2  経渦的要  要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5  総認定率  65～70歳   

70～75歳   93．5％  09％  10％   00％   11％   1，2％   0．9％   0，7％   0．6％   6．5％  

75～80歳   8％   23％  22％   00％   26％   2．3％   1．9％   1，5％   1．3％   14．2％  

439〈   01％   55％   4．6％   3．8％   3．0％   2．7％   28．3％   

5．8％   0．1％   9．7％   10．0％   9．6％   8．7％   7．8％   56．3％   
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佐賀県が元気高齢者地掛大阪府が軽度の利用意向が最も高い  
（高齢人口を5歳刻みで補正して指数化）  
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在宅のサービス利用は1種類のみが49％、重度でも55％が2種類以下  

要介護3～5の居宅受給者のサービス利用種類数  
平成21年9月審査分  

要支援1～要介護5の居宅受給者のサービス利用種類数  
平成21年9月審査分  

4種類以上．5．7％  
4  

1種類，48．7％  

2種類，33．9％  

注＝介護保険施設1寺定施臥グループホーム小規模多機能等の利用者は含まない。  
温料出所．厚生労働省統計情報部  

注介護保険施設・特定施臥グループホーム小規模多機能等の利用者は含まない。  
資料出所厚生労働省統計作報部  
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在宅の要介護高齢者は、要介護度に応じたサービスを提供されていない  

在宅の認定者におけるサービス給付単位数の分布 平成20年4月審査分  

■給付単位数一支給限度額  

要支援1   

居宅サービス利用者 32．5万人  
未利用着  2I7万人  
未利用串  39．5％   

要介護2   

利用者 5ヰ．9万人  

未利用モ．1万人  

未利用率39．5％   

要介護1   

利用者 53．0万人  
未利用者14，8万人  
未利用串 柑．0％  

要介護3   要介護4  要介護5   

利用者ゝ39．三万人利用者 之3．5万人 利用者14．6万人  
未利用者 4′5万人未利用者 4．8万人 未利用者 8．6万人  
未利用率 39．5％未利用串 7．95％ 未利用率 一7．35％  

要支援2   

利用者 413万人  
未利用者ZO．5万人  
未利用串 328％  
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保険者ヰ業者別に見たケアプラン費用額の分布  

10400鼠位   

S社  
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要支援1．2はほぼ正常、要介護3から認知症自立度Ⅲ以上が増加  

要介護度別に見た認知症自立度の割合平成21年  n＝79・261人  
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＜国際比較1＞ 介護保障の国際比較と日本の将来  

介護に関する社会保障給付の国民所得に占める割合 2003年  

日本  アメリカ  イギリス  ドイツ  フランス スウェーデン   

2003年   2003年  2003年  2003年   2003年  2003年   

2006年度 2015年度 2025年度  

日本の将来推計  

14  



＜国際比較2＞ 日本の介護保険は「賛沢」に創られている  

日独仏韓の在宅給付の比較  

－▲一独一現金給付支給限度紘  －◆一独一現物2012年－  壬 独一現物給付限度額   三 日本一支給限度額  

↓韓一支給限度崩  し」8本一平均利用顔（平成20年4月） －●一独一現金2012年～  
2007年12月現在－◆一仏一平均給付   ニ 仏一個別自立手当  
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16  
＜国際比較3＞施設の介護費用は部分給付の国が多い  

日独仏韓の施設給付の比較   

ニ 日本一グループホーム  

十仏一施設 自立手当＋県負担  
＝ 日本一特定施設  

÷韓一施設  
一「▲一日一老健  一－◆一日一療養  

－－－独一施設  －◆一独－2012年～  ⊂：：：：：：：コ日一特養    ＝  

独一特に過酷  要介吾妻5   要介護4  要介護3  要介護2  要介護1  
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＜認定業務について＞  

制度改正一介護報酬改定により認定が重度にシフトする傾向が見られる 地域格差もきわめて大きい  

J  

認定業務が窓意的に運用されている疑いがある  

J  

正確かつ公正な認定業務が求められる  

1  

主治医一訪問調査員・認定審査会を通した認定関係者の質向上が必要  

（少なくとも担当ケアマネジャーによる訪問調査はやめるべきではないか）  
；こ1  

＜認知症ヰ重度認定者のサービス重視＞  

認知症自立度Ⅱ以上は要介護1以上、手間のかかるⅢ以上は要介護3以上  

-1 

要介護度に対応した在宅サービスが提供されていない  

土  

地域包括ケアシステムの構築が必要  

＜要支援は保険給付になじむのか＞  

「平成19年度介護保険事業状況報告」によれば、保険者別に見た要支援1・2および経過的要介護の認定率（高齢者に占め  
る割合）は、最大什8％、最小0．0％となっている。また、いくつかの保険者による高齢者悉皆調査によれば、要支援レベルの  
高齢者は未認定者を含めて、高齢者の8％程度を占めている。  

しかし、実際の認定率は4．3％であり、さらにサービス利用率は2．6％となっている。つまり、要支援レベルの高齢者のうち、3  
分の2程度はサービスを必要としていない。要支援だけでなく、自立レベルでも生活援助サービスを必要とするケースは、当然  
存在するが、それは保険給付ではなく、社会福祉施策のカテゴリーではないか。  
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